
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

工事の請負契約を締結することについて、

宇部市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、市議会の議決を求めるものであり、

妥当なものと認めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和６年(2024年)９月２６日

  宇部市議会議長  山　下　節　子    様

記

議 案
第 ８ ５ 号

工事請負契約締結の件（宇
部西消防署庁舎新築（建築
主体）

原 案 可 決

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務財政委員長  城　美　　　暁


